
 

   

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

東京労働局（局長 土田浩史）では、ハラスメント撲滅月間の期間中である本日１２月１日から

１２月２８日まで、特別相談窓口を開設しています。 

労働施策総合推進法等の改正により、令和２年６月１日から職場におけるパワーハラスメント防

止対策が義務付けられ（※）、また、セクシュアルハラスメント等の防止対策の強化等が図られた

ことから、厚生労働省では、改正法の周知と併せて、ハラスメントのない職場づくりを推進するた

め、１２月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、広く社会一般にハラスメント防止対策の周

知を図ることとしています。なお、管内の相談状況は別紙１の通りです。 

※パワーハラスメントの雇用管理上の措置義務については、中小企業は、令和４年４月１日から義務化さ

れます。 

【ハラスメント対策特別相談窓口】 

 

１ 「パワーハラスメント（いじめ・嫌がらせ）」に関する相談 

電話 03-3512-1608 

雇用環境・均等部 総合労働相談コーナー 

東京都千代田区九段南 1-2-1 九段第３合同庁舎 14 階 

 

２ 「セクシュアルハラスメント」、「妊娠、出産、育児・介護休業等に関するハラスメ 

ント」に関する相談 

電話 03-3512-1611 

雇用環境・均等部 指導課 

東京都千代田区九段南 1-2-1 九段第３合同庁舎 14 階 

 

３ 「ハラスメント悩み相談室」（厚生労働省委託事業）も、ご利用ください 
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１２月は、「職場のハラスメント撲滅月間」です 

令和２年６月１日から、大企業には職場におけるパワーハラスメントの 

防止対策が義務付けられています！ 

電話 0120-714-864 
ﾅｲﾖ  ﾊﾗｽ 

ハラスメント悩み相談室 検 索 



 

【厚生労働省の事業紹介】 

 

1 職場のハラスメント対策シンポジウム（リモート開催） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ ポータルサイト「あかるい職場応援団」について 

※トップページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※コンテンツの例 

 

 

 

 

 

「あかるい職場応援団」とは、職場の総合的

なハラスメントの予防、解決に向けた情報提供

のための厚生労働省が運営するポータルサイ

トです。 

ハラスメントに悩んでいる方や、会社の人事

労務担当者向けに、動画・裁判例・他企業の取

組例など様々なコンテンツを提供しておりま

す。 

 日時：令和 2年 12 月 9 日（水）14 時～16 時 20 分（予定） 

 内容：学識経験者による基調講演、企業の労務担当者によるハラスメント対策の事例紹介 

（お申し込みはポータルサイト「あかるい職場応援団」にて受付しています。） 

 

 

あかるい職場応援団 検 索 

https://www.no-harasument.mhlw.go.jp/ 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

№ 項目（相談のうち、主な項目） H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 令和元年度 

① いじめ・嫌がらせ（パワーハラスメント） 8,042  9,226  9,935  11,620  11,276  

② 解雇 4,943  5,054  4,660  4,715  4,263  

③ 労働条件の引き下げ 3,278  3,603  3,616  3,935  3,445  

④ 退職勧奨 2,819  3,071  2,951  3,243  3,064  

⑤ 雇止め 2,121  2,425  3,061  2,660  2,352  

参考：相談件数（全数）（※） 121,601  179,819  154,712  149,811  156,858  

 

 

 

・パワーハラスメント（いじめ・嫌がらせ）の相談件数（東京労働局管内）は、年々増加傾向にあり、 

平成 30 年度に、１万件を超えました。 
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【東京労働局総合労働相談コーナーにおける相談状況】 

（※）上記「参考」の件数は、東京労働局総合労働相談コーナーで受けた相談の全数です。 

①いじめ・嫌がらせ 

（パワハラ） 

②解雇 

③労働条件引き下げ 

⑤雇止め 

④退職勧奨 
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